
まちの情報ボックス

国
家
公
務
員
「
税
務
職

員
採
用
試
験
」（
高
卒

程
度
）

　
　

仙
台
国
税
局
で
は
、
税
務
の

ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
と
し
て
活
躍

す
る
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
あ
ふ
れ

る
税
務
職
員
を
募
集
し
て
い
ま

す
。
国
の
財
政
を
支
え
る
税
務

職
員
に
、
あ
な
た
も
チ
ャ
レ
ン

ジ
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

申
込
み
及
び
詳
細
に
つ
い
て

は
人
事
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
国

家
公
務
員
試
験
採
用
情
報
Ｎ
Ａ

Ｖ
Ｉ
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
日
程　

受
験
申
込
受
付
期
間

6
月
21
日
月
～
6
月
30
日
水

第
１
次
試
験
日　

9
月
5
日
日

問
仙
台
国
税
局
人
事
第
二
課
試

験
研
修
係

☎
0
2
2
‐
2
6
3
‐

1
1
1
1
（
内
線
3
2
3
6
）

令
和
3
年
度
給
水
装
置

工
事
主
任
技
術
者
試
験

に
つ
い
て

　
　

令
和
３
年
度
給
水
装
置
工
事

主
任
技
術
者
試
験
が
次
の
と
お

り
行
わ
れ
ま
す
。

▼
日
程　

受
験
願
書
受
付
期
間

５
月
24
日
月
～
７
月
２
日
金

試
験
日　

10
月
24
日
日

▼
受
験
料
1
万
6
8
0
0
円

▼
受
験
資
格　

給
水
装
置
工
事

に
関
し
て
3
年
以
上
の
実
務

の
経
験
を
有
す
る
方

　

申
込
み
方
法
及
び
詳
細
に
つ

い
て
は
公
益
財
団
法
人
給
水
工

事
技
術
振
興
財
団
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
公
益
財
団
法
人
給
水
工
事
技

術
振
興
財
団

☎
0
3
‐
6
9
1
1
‐

2
7
1
1

放
送
大
学
入
学
生
募
集

　
　

放
送
大
学
は
、
10
月
入
学
生

を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

心
理
学
・
福
祉
・
経
済
・
歴

史
・
文
学
・
情
報
・
自
然
学
な

ど
、
約
3
0
0
の
幅
広
い
授

業
科
目
が
あ
り
、
1
科
目
か
ら

学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

全
国
に
学
習
セ
ン
タ
ー
が
設

置
さ
れ
て
お
り
、
サ
ー
ク
ル
活

動
な
ど
の
学
生
の
交
流
も
行
わ

れ
て
い
ま
す
。

▼
出
願
期
間　

第
1
回
は
8
月

31
日
火
ま
で
、
第
2
回
は
9
月

まちの情報ボックス

お
知
ら
せ

改
修
は
最
大
60
万
円
の
助
成
。

な
お
、
工
事
費
用
の
2
分
の
1

が
上
限
額
と
な
り
ま
す
。

▼
申
込
期
限　

10
月
29
日
金
ま

で
に
建
設
課
管
理
係
へ
申
込

み
。

問
建
設
課
管
理
係

☎
５
8
5
‐
２
9
7
2

国
民
年
金
保
険
料
の

　
　
　
　
　
免
除
制
度
　

　　

収
入
が
少
な
い
な
ど
の
理
由

で
国
民
年
金
を
納
め
ら
れ
な
い

方
の
た
め
に
免
除
制
度
や
納
付

猶
予
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

免
除
に
は
全
額
免
除
の
ほ

か
、
4
分
の
3
、
2
分
の
1
、

4
分
の
1
を
納
付
す
る
と
残
り

の
保
険
料
が
免
除
と
な
る
一
部

免
除
や
納
付
猶
予
制
度
が
あ

り
、
本
人
、
配
偶
者
、
世
帯
主

そ
れ
ぞ
れ
の
前
年
の
所
得
な
ど

で
審
査
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
免

除
な
ど
を
受
け
た
過
去
の
期
間

の
保
険
料
は
10
年
以
内
で
あ
れ

ば
あ
と
か
ら
納
め
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。
令
和
3
年
度
分
の
免

除
な
ど
の
申
請
受
付
は
7
月
か

ら
と
な
り
ま
す
の
で
、
免
除
な

ど
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
年
金

手
帳
・
印
鑑
を
持
参
の
う
え
ほ

農業委員会
　7 月の農業委員会定例総会は次のとおりです。　　

　傍聴においでください。
　

　◆日　時　7 月 15 日木　午後 1 時 30 分から

　◆場　所　役場 2 階　大会議室

問農業委員会事務局　☎ 585-2890

戸籍窓口延長
　毎週木曜日（祝日などは除く）は住民防災課戸籍

係窓口業務を午後 7 時まで延長しています。

≪交付できる証明書等≫
住民票・戸籍証明書・印鑑登録証明書の交付、印鑑登録、

戸籍の届出、マイナンバーカードの申請・交付・更新

問住民防災課戸籍係　☎ 585-2115

7 月の各種相談会
『心配ごと相談』

　◆日　時　7 月 8 日木、22 日木　

　　　　　　午前 9 時～正午

　◆場　所　観月台文化センター  第 2 和室

　◆相談員　民生児童委員ほか

　『障がい者相談』
　◆日　時　7 月 20 日火  午前 10 時～午後 4 時

　◆場　所　観月台文化センター　第 2 和室

　◆相談員　NPO 法人「ひびきの会」

※秘密は厳守、相談無料です。

問福祉課社会福祉係　☎ 585-2793

『国見町結婚世話やき人  月例相談会』
　◆日　時　7 月 25 日日  午前 10 時～午後 3 時

　◆場　所　観月台文化センター　第 2 研修室

14
日
火
ま
で
。

問
放
送
大
学
福
島
学
習
セ
ン

タ
ー
※
資
料
を
無
料
で
差
し
上

げ
て
い
ま
す
。

☎
0
2
4
‐
9
2
1
‐

7
4
7
1

住
宅
の
耐
震
診
断
を
し

ま
せ
ん
か
？

　　

町
で
は
木
造
住
宅
耐
震
診
断

者
派
遣
事
業
を
行
っ
て
い
ま

す
。
建
築
士
が
耐
震
診
断
を
行

い
、
耐
震
改
修
計
画
を
策
定
し

ま
す
。
併
せ
て
、
耐
震
改
修
に

か
か
る
概
算
費
用
を
算
出
し
ま

す
。

▼
耐
震
診
断
対
象　

①
所
有

者
、
賃
借
者
、
購
入
予
定
者

②
昭
和
56
年
5
月
31
日
以
前
に

工
事
に
着
手
し
た
木
造
戸
建
て

住
宅

※
そ
の
他
に
も
要
件
が
あ
り
ま

す
の
で
、
建
設
課
へ
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

▼
改
修
支
援　

木
造
住
宅
耐
震

診
断
に
よ
り
耐
震
改
修
計
画
を

策
定
し
た
人
に
木
造
住
宅
耐
震

改
修
に
関
す
る
費
用
の
支
援
措

置
が
あ
り
ま
す
。

①
全
面
改
修
は
最
大
１
０
０
万

円
の
助
成
②
簡
易
改
修
・
部
分

問
県
北
保
健
福
祉
事
務
所
障
が

い
者
支
援
チ
ー
ム

☎
5
3
4
‐
4
3
0
0

児
童
手
当
の
現
況
届

　

児
童
手
当
の
受
給
者
は
、
6

月
に
現
況
届
を
提
出
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

該
当
者
に
は
案
内
を
送
付
し

ま
す
の
で
、
送
付
の
あ
っ
た
人

は
6
月
30
日
水
ま
で
に
福
祉
課

社
会
福
祉
係
へ
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

　

現
況
届
の
提
出
が
な
い
場

合
、
6
月
分
以
降
の
手
当
の
支

給
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す

の
で
、
注
意
く
だ
さ
い
。

問
福
祉
課
社
会
福
祉
係

☎
５
8
5
‐
２
７
9
3

河
川
監
視
カ
メ
ラ
の
運

用
開
始

　

福
島
県
で
は
、
近
年
の
台
風

や
洪
水
被
害
を
踏
ま
え
、
町
内

の
滝
川
に
架
か
る
舘
ヶ
崎
橋

（
大
字
徳
江
字
舘
ヶ
崎
地
内
）

に
て
簡
易
型
河
川
監
視
カ
メ
ラ

を
設
置
し
、
河
川
の
画
像
提
供

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
離
れ
た
場
所

14

け
ん
課
国
保
係
で
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

問
ほ
け
ん
課
国
保
係

☎
５
8
5
‐
２
７
8
5

東
北
福
島
年
金
事
務
所

☎
５
3
5
‐
0
1
4
1

令
和
３
年
度
ひ
き
こ
も

り
相
談
事
業
を
実
施
し

ま
す

　　

福
島
県
県
北
保
健
福
祉
事
務

所
で
は
、
ひ
き
こ
も
り
に
関
す

る
個
別
相
談
や
家
族
教
室
を
開

催
し
て
い
ま
す
。
一
人
で
抱
え

込
ま
ず
に
お
気
軽
に
相
談
く
だ

さ
い
。

▼
個
別
相
談　
（
随
時
受
付
）

保
健
師
に
よ
る
個
別
相
談
を
行

い
、対
応
を
一
緒
に
考
え
ま
す
。

▼
家
族
教
室　
（
６
月
30
日
水

13
時
30
分
～
15
時
）
同
じ
悩
み

を
持
つ
家
族
で
集
ま
り
、
ひ
き

こ
も
り
に
関
す
る
知
識
や
本
人

へ
の
関
わ
り
方
、
社
会
資
源
等

に
つ
い
て
学
び
ま
す（
全
5
回
）

▼
開
催
場
所　

県
北
保
健
福
祉

事
務
所
4
階
中
会
議
室

▼
参
加
方
法　

申
込
み
及
び
詳

細
に
つ
い
て
は
県
北
保
健
福
祉

事
務
所
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

か
ら
で
も
河
川
の
出
水
状
況
を

確
認
し
、
氾
濫
の
危
険
性
を
知

る
こ
と
が
で
き
、
迅
速
な
避
難

に
つ
な
が
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

ま
す
。

　

河
川
の
画
像
は
、「
県
北
建

設
事
務
所
」
及
び
「
川
の
水
位

情
報
」
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲

覧
す
る
こ
と
が
で
き
、
パ
ソ
コ

ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

画
像
を
見
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
河
川
の
水
位
状
況
を
視
覚

的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
、
洪
水
か
ら
身
を
守
る
た

め
の
ツ
ー
ル
と
し
て
、
パ
ソ
コ

ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
へ
の
登

録
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
県
北
建
設
事
務
所
管
理
課

☎
5
2
1
‐
2
5
2
8

川の水位情報 河川監視カメラ

広告掲載
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